
上野原市立地適正化計画に係る届出制度について

１ 届出制度の概要

立地適正化計画の策定に伴い、市が居住や都市機能の立地の動向を把握するとともに、各誘導区域に居住や都市機能を緩やかに誘導するため、
居住誘導区域外および都市機能誘導区域外では、一定規模以上の住宅の開発・建築や、都市機能誘導区域に位置づけた誘導施設の建築を行う際
に、都市再生特別措置法第８８条並びに同法第１０８条に基づき、届出が必要になります。【開発行為等を行う30日前まで】

２ 届出の対象となる行為

【居住誘導区域外への開発行為、建築等行為】（都市再生特別措置法第８８条）
居住誘導区域外における住宅開発等の動き、都市機能誘導区域外における誘導施設の動きを把握するための制度であり、以下の基準が定めら
れます。



【都市機能誘導区域外への開発行為、建築等行為】（都市再生特別措置法第１０８条）
誘導施設である用途の建築物を建築する場合は、届出が必要です。ただし、都市機能誘導区域内で誘導施設を建築する場合は、届出は不要で
す。

【届出対象となる施設】

誘導施設

通所・居宅型介護施設、保育園、認定こども園、幼稚園、商業施設、病院、診療所、金融機関、大学、専門学校、集会施設 等


